
 

第１５回 札内川技術検討会 

 

 

日時：令和６年３月１９日（火）１３：００～１４：３０ 

場所：帯広開発建設部 3F共用会議室 １～３ 

 

 

議 事 次 第 

 

 

１．開会 

 

２．議題 

 

・札内川自然再生(礫河原再生)事業の成果 

 

・十勝川水系河川維持管理計画への 

札内川自然再生（礫河原再生）の取り組みの反映 

 

３．閉会 



 

 

 

札内川技術検討会委員名簿 

 

 

（五十音順，敬称略， (◎：委員長)） 

 

 

泉  典洋 （北海道大学大学院 工学研究院 教授） 

 

大串 弘哉 （国立研究開発法人 土木研究所寒地土木研究所 

寒地水圏研究グループ 寒地河川チーム 上席研究員） 
 

柿沼 孝治 （国立研究開発法人 土木研究所寒地土木研究所 

寒地水圏研究グループ 水環境保全チーム 上席研究員 ） 
 

◎中村 太士 （北海道大学大学院 農学研究院 教授） 
 

藤巻 裕蔵 （帯広畜産大学 名誉教授） 

 

栁川  久 （帯広畜産大学 教授） 
 

渡邊 康玄 （北見工業大学 教授） 
 

 

 

   オブザーバー 

  国立研究開発法人 土木研究所寒地土木研究所 

寒地水圏研究グループ 寒地河川チーム・水環境保全チーム 

 



 

第１５回 札内川技術検討会 座席図 
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札内川技術検討会 設置要領 

 

（目的） 

第1条 検討会は、十勝川水系河川整備計画に定める「河川整備の実施に関する事項」の

うち、札内川の河川整備に関わる技術的な内容について検討を行うものである。 

 

（組織） 

第2条 検討会は、学識経験を有する者等のうちから北海道開発局帯広開発建設部長が委

嘱する者をもって組織する。 

2    委員の任期は 1年とし、再任を妨げない。 

3    検討会には、委員長を置く。 

4    委員長は、委員の互選により選出し、検討会を総括する。 

 

（オブザーバー） 

第3条 検討会には、必要に応じて委員以外の者をオブザーバーとして参加させることが

できる。 

 

（議事等） 

第 4条 検討会は、委員長が招集する。 

2    検討会は、委員の 2分の 1以上の出席をもって成立する。 

3    検討会の議事は、原則として公開するものとする。 

 

（事務局） 

第5条  事務局は、北海道開発局帯広開発建設部治水課に置く。 

2    事務局は、検討会の運営に必要な事務を処理する。 

 

（雑則） 

第 6条 この要領に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は委員長が検討会

に諮って定める。 

 

（附則） 

この要領は平成 23年 9月 26日から施行する。 

 

 


